
松戸市教育大綱に基づく教育委員会での施策の展開について 

〔松戸市教育大綱 柱№１〕 
松戸に育つ子どもたちが、 

それぞれの能力や個性を伸ばせるような教育環境をつくります 

 ―可能性にチャレンジする力を育みます― 

※ ★は、新規事業を表わします。 

・言語活用科の推進【指導課】  

★①中学生が新たな英語教授法(TESOL)で英語を学ぶために教員海外研修を実施 

★②松戸の中学生の英語力を測る英語能力テスト(英検 IBA)の実施  

★③単語の読み書きのハードルを低くする「フォニックス」の実施  

★④モデル校における小学校英語分野の試行  

⑤ネイティブの英語に触れるために LAT を派遣  

⑥学級担任の英語授業力アップを図るために英語インストラクターを増員 

★⑦授業に生かせる実践的指導力向上研修会を開催  

・読み書き指導ツール(MIM)の導入による学力向上の推進【教育研究所】  

・公立夜間中学の開設準備【教育企画課】  

・就学援助制度の充実【学務課】  

・大学進学サポート体制の充実（予備校との連携）【市立高校】  

・魅力ある教育プログラムの実践（小中高大連携・キャリア教育）【市立高校】  

★魅力ある学校づくりに向けた「市立高校改革プラン」の推進【市立高校】  

★全校配置を目指した特別支援学級の新設による特別支援教育の充実【教育研究所】 

・補助教員・補助員の配置による教育的ニーズへの支援の充実【教育研究所】 

・心理相談員(臨床心理士)の配置による就学相談の充実【教育研究所】  

・生徒指導の充実【指導課】  

①いじめ防止対策の推進  

②Ｑ－Ｕ調査を生かした積極的な生徒指導の推進  

★言語活用科を基盤とした小中一貫教育の推進（小中一貫モデル校の指定）【指導課】 

・学校施設の老朽化対策の推進【教育施設課】  

・学校施設の環境整備（空調設備設置の拡充）【教育施設課】  

★学校における教職員の働き方改革の推進【学務課】  

★給食備品の更新による安全・安心な学校給食の推進【保健体育課 学校給食担当室】 
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〔松戸市教育大綱 柱№２〕 
子どもたちが地域社会の中で育つように、 

市民みんなで子どもの成長を支える環境をつくります 

－松戸で子どもを教育したいと選ばれるようにします－ 

※ ★は、新規事業を表わします。 

・「地域の力で学校を支援する組織」へのサポート(学校支援地域本部)【教育企画課】 

・幼児家庭教育の啓発【生涯学習推進課】  

①パンフレットの継続配布  

②パートナー講座の開催  

③家庭教育支援講演会の開催  

④親子特別公演会の開催  

・子育てや家庭のあり方などについての学習会を開催【生涯学習推進課】  

・スクールソーシャルワーカーの学校固定配置による  

「チーム学校」体制の確立【教育研究所】  

・日本語を母語としない児童生徒への日本語指導の充実【指導課】  

（日本語指導協力者、日本語指導スタッフ派遣）  

・巡回指導医の派遣による医療的ケア児への支援体制の充実【教育研究所】  

・スクールカウンセラーの配置【市立高校】  

・松戸版コミュニティ・スクールの推進【教育企画課】  

・学校支援人材の派遣による特色ある学校づくりの推進  

①理科観察実験アシスタント【指導課】  

②まなび助っ人(補習支援員）【指導課】  

③音楽アドバイザー【指導課】  

④派遣スタッフ【教育研究所】  

・学校安全ボランティアへの支援体制の充実【保健体育課】  
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〔松戸市教育大綱 柱№３〕 
市民みんなが、いつまでも元気で学び続けられるように、 

学習活動や運動ができる環境をつくります 

   －高齢者も障害のある人も生きがいを持ち続けられるようにします－ 

※ ★は、新規事業を表わします。 

・市民の多様な学習機会の提供【生涯学習推進課】  

①成人講座・まつど生涯学習大学講座・市民自主企画講座の開催  

②市民大学講座の開催  

③保育付講座の充実  

・青少年に向けた学習機会の提供【生涯学習推進課(青少年会館)】  

①青少年教室・青年講座の開催  

②青少年活動を支援する指導者養成に向けた講座の開催  

③青少年会館居場所事業の実施  

・宇宙や科学の楽しさを知る学習機会の提供【市民会館】  

①山崎直子宇宙飛行士による天文教室の開催  

②プラネタリウム特別投影の開催  

・社会教育と学校の連携事業の推進(学習支援専門員等の登用) 

【社会教育課・図書館・スポーツ課・戸定歴史館・博物館】  

・東松戸図書館(地域館)の開設準備【図書館】  

・フューチャーセンターの利用促進【生涯学習推進課】  
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〔松戸市教育大綱 柱№４〕 
松戸で文化やスポーツの活動をする人たちが活躍できるように、 

多様性が尊重され可能性を発揮できる環境を整えます 

  －文化とスポーツで松戸の魅力を高めます－ 

※ ★は、新規事業を表わします。 

・文化施設の環境整備  

★①新拠点ゾーン文化施設構想の検討【社会教育課】  

②老朽化した文化会館の計画的な修繕【社会教育課】  

・歴史的文化遺産の環境整備  

★①国際観光拠点を目指した戸定歴史館の拡充整備の検討【戸定歴史館】 

★②復元した戸定邸庭園を維持するための保存活用計画策定【戸定歴史館】 

★スポーツ環境の整備【スポーツ課】  

①松戸運動公園プール濾過機改修整備  

②陸上競技場３種公認継続準備  

③野球場人工芝化に伴う利用時間の拡充  

・歴史や文化に触れる機会の提供  

★①旧齋藤邸を活用した文化の発信(季節のコンサート・お祭り)【社会教育課】 

★②特別展「ガンダーラ」の開催【博物館】  

★③館蔵資料展「まつどの江戸時代」の開催【博物館】  

★④学習資料展「昔のくらし探検」の開催【博物館】  

★⑤企画展「日本の太鼓・世界の太鼓」の開催【博物館】  

・松戸に関連する美術に触れる機会の提供  

①「松戸ゆかりの美術展」の開催【社会教育課】  

②「松戸の作家の個展」の開催【社会教育課】  

・多様な舞台芸術や文化芸術に触れる機会の充実  

①松戸市文化振興財団事業の支援【社会教育課】  

②青少年会館文化祭及び芸術祭の開催【生涯学習推進課(青少年会館)】  

・スポーツ文化交流の推進【スポーツ課】  

(松戸市国際スポーツ交流事業－日韓親善中学生大会－) 
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